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第１章 実施事業の概要 
 
1.1 対象地域 

 
 京都府内全域 
 

1.2 実施体制 
 
事務局長 伊東 真吾 
事務局員 木原 浩貴 
事務局員 渕上 佑樹 

 
1.3 実施項目と業務内容 
 
１．事業実施にあたって検討委員会を開催し事業内容を検討し、また８．に掲載した団体が参

加した実行委員会において事業内容を決定した。 
 
２．省エネ製品の普及促進を積極的に行い、地球温暖化防止や省エネ製品について十分な知識

を持った家電店の店員を「省エネマイスター」として認定し、認定された「省エネマイスター」

が省エネ型製品（今回は照明器具を対象とした）普及を促す仕組みをつくった。 
 
３．店舗向け「省エネマイスター」講習会を 10月に府内で行った。 
 
４．「省エネマイスター」認知のひとつの契機として、特に、門灯など長時間の点灯が必要な照

明器具への「電球型蛍光灯」及び「明るさ・熱線センサー付きライト」の普及を拡大するキャ

ンペーンを行った。 
 
５．婦人会・女性会・生活学校会員などに対して、省エネ性能の高い照明器具普及キャンペー

ンチラシを配布した。 また、より多くの府民に対して当キャンペーンの周知徹底を行うため、

京都新聞並びに京都リビング新聞紙上において、キャンペーンおよび「省エネマイスター制度」

の告知を行った。 
 
６．５で挙げた組織の会員をはじめとし、地域の消費者を主たる対象とした地域での学習会を

行った（10月～12月）。 
 
７．取り組みを集約して報告書を作成したと共に、平成 18 年 2 月に東京で行われる成果報告
会において、委託業務の成果報告を行った。 
 
8．実行委員会参加団体 
特定非営利活動法人環境市民／特定非営利活動法人気候ネットワーク／特定非営利活動法人木

野環境／特定非営利活動法人コンシューマーズ京都／京都市地域女性連合会／京都府生活学校

連絡協議会／京都府連合婦人会／京エコロジーセンター（京都市環境保全活動センター）／京

のアジェンダ 21 フォーラム／宮津市エコネットワーク／京都府電機商業組合／谷山無線電機
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株式会社／有限会社森田電設／株式会社ジイケイ京都／有限会社ひのでやエコライフ研究所／

京都市／京都府／京都府地球温暖化防止活動推進センター 
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第２章 実施報告 
 
2.1 事業実施の体制 
 
環境 NPO、消費者団体等５名からなる検討委員会（6 回開催）において事業内容を検討し、

2.8に掲載する団体が参加した実行委員会において決定した。 
 検討委員会は京都市内で開催した。 
検討委員は以下の通り 
氏名 所属 役職 
栗田澄子 京都府連合婦人会 副会長 
高橋肇子 京都市地域女性連合会 理事 
梶野歓子 京都府生活学校連絡協議会 副代表 
田浦健朗 （特非）気候ネットワーク 事務局長 
齋藤友宣 （特非）木野環境 代表理事 
 
 
2.2 省エネマイスターの認定 
 
「省エネラベル」が、商品を多数店内に陳列することで購入者に比較を促す、主として大型

量販店向けのツールであるのに対し、店内での商品の陳列数が相対的に少ない中小家電店での、

省エネ製品の普及を促すための他の方策が必要である。 
そこで、省エネ製品の普及促進を積極的に行い、地球温暖化防止や省エネ製品について十分

な知識を持った家電店の店員を「省エネマイスター」として認定し、認定された「省エネマイ

スター」が省エネ型製品（今回は照明器具を対象とした）の普及を促す仕組みをつくった。 
 「省エネマイスター」の認証は、特定非営利活動法人京都地球温暖化防止府民会議理事長が

行った。 
 
2.3 家電店向け研修会の開催 
 
店舗向け「省エネマイスター」講習会を 10月に府内で行った。 
開催日時および場所は以下の通り 
 
 10月 4日   京都府立城南勤労福祉会館 
 10月 5日   京都工業会館 
 10月 7日   京都工業会館 
 10月 13日  福知山市市民会館 
 10月 26日  野田川勤労者総合福祉センター 
 
 内容： 地球温暖化問題について 
     家庭のエネルギー消費と対策について 
     照明器具普及キャンペーンおよびその効果について 
     計 2時間程度 
 
 研修を受け、270名の省エネマイスターが認定された。 
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 講習会教材（32 頁程度）は有識者（NPO 法人気候ネットワーク事務局長･田浦健朗および
NPO法人木野環境代表理事・齋藤友宣）に執筆を依頼した。 
 また省エネマイスター講習会についても、次の有識者に講師を依頼した。 
氏名 所属 役職 
齋藤友宣 （特非）木野環境 代表理事 
 
 受講者は「省エネマイスター」として認定し、後日、ラミネート加工した「省エネマイスタ

ーカード」および受講者が店頭等で掲示した「省エネマイスター」ポスターを送付した。 
 ポスターについては、認定を受けた「省エネマイスター」のいる家電店の店頭に加え、2.8
に掲げた実行委員会参加団体事務所や府内自治体施設等で掲示を行った。 
 また、研修を受けた「省エネマイスター」が家庭での省エネ診断を容易に行うことができる

よう、希望した「省エネマイスター」に対して「ワットアワーメーター」の貸し出しを京都府

地球温暖化防止活動推進センターが行った。 
 
2.4 省エネ型照明器具普及キャンペーンの実施 
 
「省エネマイスター」認知のひとつの契機として、特に、門灯など長時間の点灯が必要な照明

器具への「電球型蛍光灯」ならびに「明るさ・熱線センサー付きライト」の普及を拡大したキ

ャンペーンを行った。 
 特に「電球型蛍光灯」「明るさ・熱線センサー付きライト」を取り上げたのは次の理由による。 
（１） 単価が安く、市民が気軽に購入できる。 
（２） 実際の使用時の省エネ性能がはっきりしている。 
（３） キャンペーン実施に関して季節の影響を受けにくい。 
（４） 特に市街地では、防犯の観点から門灯等の夜間点灯が要請されている地域が増えている。 
キャンペーンの事務局となる京都府地球温暖化防止活動推進センターにおいては、家電メー

カー各社製の、ソケットや照明色・消費電力のタイプに応じた電球型蛍光灯、ならびに明るさ・

熱線センサー付きライトを購入・展示し、消費者等の付け替え相談や体験使用、地域での学習

会での実演に利用した（写真参照）。 

 

 
キャンペーンの効果測定として、京都府

ンペーン期間中の電球型蛍光灯、ならびに

計し、前年同期との比較等を通じて、キャ

把握した。売上データ集計については、家

京都府内の家電店の加盟した組織である京

 

 
 

内の「省エネマイスター」が所属した家電店のキャ

明るさ・熱線センサー付きライトの売上データを集

ンペーンによる省エネ型照明器具の普及促進効果を

電店の独自情報である販売データを取り扱うため、

都府電機商業組合に作業を外注した。 
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2.5 キャンペーンの広報宣伝としてのチラシ・新聞広告の活用 
 
京都府連合婦人会および京都市地域女性連合会、京都府生活学校連絡会との連携のもと、婦

人会・女性会・生活学校会員などに対して、省エネ性能の高い照明器具普及キャンペーンチラ

シを配布した。チラシの内容は、より普及啓発効果の高いものとするため、有識者（NPO法人
気候ネットワーク事務局長･田浦健朗）に執筆・構成を委託した。 
 また、より多くの府民に対して当キャンペーンの周知徹底を行うため、京都府内地域におい

てもっとも多くの部数を発行し、平素より地域に密着した情報を発信している京都新聞並びに

京都リビング新聞紙上において、キャンペーンおよび「省エネマイスター制度」の告知を行っ

た。 
 キャンペーン期間は 11月および 12月とした。 
 
2.6 消費者向け学習会の開催 
 

2.５で挙げた組織の会員をはじめとし、地域の消費者を主たる対象とした地域での学習会を
行った（10月～12月）。参加者募集および告知は基本的に 2.5で挙げた組織が自らの団体内で
行った。 
 地球温暖化防止活動推進員など、家庭での省エネに関する取組の実績のある有識者にも講師

として参加を要請した。 
 
 開催日時と場所は以下の通り 
 
 11月 14日 下京区皆山中学校ふれあいサロン 
 11月 17日 福知山市市民会館 
 11月 18日 京丹後市役所会議室 
 11月 21日 伏見区丹波橋集会所 
 11月 25日 西京区桂集会所 
 12月 1日  伏見区納所地区集会所 
 12月 1日  右京区南太秦地区集会所 
 12月 5日  京エコロジーセンター 
 12月 6日  園部町中央公民館 
 12月 7日  城陽市役所会議室 
 12月 12日  綾部市市民会館 
 12月 13日 右京区嵯峨地区集会所 
 12月 15日 八幡市役所会議室 
 12月 24日 伏見区稲荷地区集会所 
 
参加者数は延べ約 300人。  
 
内容： 地球温暖化問題について 
     家庭のエネルギー消費と対策について 
     照明器具普及キャンペーンおよびその効果について 
     （計 1時間半程度） 
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 様子は次の写真参照。 

 
  

 
2.7 成果報告 
 
取り組みを集約して報告書を作成すると共に、平成 18 年 2 月に東京で行われる成果報告会
において、委託業務の成果報告を行った。 
 
2.8．実行委員会参加団体 
 
特定非営利活動法人環境市民／特定非営利活動法人気候ネットワーク／特定非営利活動法人木

野環境／特定非営利活動法人コンシューマーズ京都／京都市地域女性連合会／京都府生活学校

連絡協議会／京都府連合婦人会／京エコロジーセンター（京都市環境保全活動センター）／京

のアジェンダ 21 フォーラム／宮津市エコネットワーク／京都府電機商業組合／谷山無線電機
株式会社／有限会社森田電設／株式会社ジイケイ京都／有限会社ひのでやエコライフ研究所／

京都市／京都府／京都府地球温暖化防止活動推進センター 
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第３章 普及啓発効果 

 
3.1 主たる普及啓発効果の測定方法 

 
京都府内の総合家電メーカー系列の販売会社 7社が地域の家電店向けに出荷した電球型蛍光
灯の 2005 年 11 月～12 月期の数量、および昨年同期の数量の比較を通じ、本キャンペーンに
より省エネ照明の普及がどれだけ拡大したかを測定した。 
 比較対象として、全国 3000店を超える家電量販店の販売実績を集計した GfK Japan調べに
よる、電球型蛍光灯店頭販売数前年比のデータを参照した。 
 
3.2 主たる普及啓発効果の測定結果 
 
 上記のデータによれば、全国的には 2005 年 11 月～12 月期の電球型蛍光灯販売前年比は

108.8%であるのに対し、京都府内の店舗向け出荷数では 7社平均で 204.5%に達しており、実
数では約 1万個が京都府内における追加的な増加と見込まれる。 
本事業によって、追加的に 60Wの白熱球 1万個が電球型蛍光灯に置き換わったと仮定した。
年間点灯時間を 2000時間、電球型蛍光灯の消費電力を 15Wとすると、  

 
(60-15)(W)×2,000(h)×10,000÷1,000 = 900,000(kWh／年)の省エネ 
 

CO2換算では 900,000×0.266=239.4トン CO2の二酸化炭素排出削減 
（関西電力の 2000年度～2004年度 5ヵ年平均の夜間排出係数を使用） 

 
の効果が見込まれる。 
 
 
3.3 その他の普及啓発効果  
 
 
 本事業を通じて、270 名の省エネマイスターが誕生し、各地域にて省エネ家電の普及に努め
る電器店が増加した。 
 また、延べ約 300名に対して地域学習会を行うことにより、京都府内での地球温暖化防止・
家電の省エネについての認識が深まった。 
 加えて、京都府は平成 17年 12月に「地球温暖化対策条例」を議会に提案し、全会一致で可
決成立されたが、この条例において、京都府内店舗面積 1,000㎡以上を有する家電販売店に対
して、研修を受けた「省エネマイスター」の設置を義務づけた。この条例案の検討に際して、

当事業の成果がいかされた。 
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第４章 結果とまとめ 
 
 「省エネマイスター」の研修によって、地域電気店の店員の省エネ製品普及のモチベーシ

ョンがあがり、電球型蛍光灯の売り上げ数の増加に寄与した。 
また、推進員をはじめとした府内の温暖化防止活動の担い手が活動した場を地域学習会を通

じて創出した。 
「省エネマイスター」制度については、京都府地球温暖化対策条例において規定され、今後

府の制度として当法人との連携のもと運用される予定である。 
今後、更に普及啓発効果を高めるために、メディア等での浸透を継続して図る必要がある。 
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